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○青森県量子科学センター条例 

平成二十九年三月二十七日 

青森県条例第三号 

青森県量子科学センター条例をここに公布する。 

青森県量子科学センター条例 

 

(設置) 

第一条 量子科学に関する人材の育成及び研究開発を推進し、本県の産業の振興に資する

ため、上北郡六ケ所村に青森県量子科学センター(以下「センター」という。)を設置す

る。 

 

(業務) 

第二条 センターは、次に掲げる業務を行う。 

一 量子科学に関する人材の育成に関すること。 

二 量子科学に関する研究開発の支援に関すること。 

三 量子科学に関する人材の育成及び研究開発を推進するためその施設を利用させるこ

と。 

四 その他量子科学に関する人材の育成及び研究開発を推進するために必要な業務 

 

(使用の承認) 

第三条 センターの別表に掲げる施設を使用しようとする者は、知事の承認を受けなけれ

ばならない。 

 

(使用料) 

第四条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「承認使用者」という。)は、別表

に定める額を超えない範囲内で知事が定める額の使用料を納入しなければならない。 

 

(使用料の免除) 

第五条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除するこ

とができる。 

 

(使用料の不還付) 

第六条 第四条の規定により納入した使用料は、還付しない。ただし、天災その他承認使

用者の責めによらない理由によりセンターの当該施設を使用することができなくなった

場合は、この限りでない。 

 

(使用の制限等) 

第七条 知事は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれか

に該当する場合は、当該使用者のセンターの使用を拒み、その使用の承認を取り消し、

又はその使用を制限することができる。 

一 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。 

二 センターの施設、設備等を毀損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあると
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き。 

三 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

2 知事は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるとき

は、センターの使用を制限することができる。 

 

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等) 

第八条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条

例第六号)第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)

にセンターの管理を行わせることとした場合は、承認使用者は、第四条の規定にかかわ

らず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなけ

ればならない。 

2 使用料金の額は、第四条の知事が定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ知

事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も、同

様とする。 

3 第一項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とす

る。 

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、知事の承認を受けて使用料金の全

部又は一部を免除することができる。 

 

(委任) 

第九条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例に定めるもの

のほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定

は、公布の日から施行する。 

(平成二九年規則第三一号で平成二九年一〇月一日から施行) 

2 第三条の使用の承認及び第七条の使用の制限等並びにこれらに関し必要な手続その他

の行為は、これらの規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。 

3 前項の規定により使用の承認を受けた者は、第四条の規定の例により、使用料を納入

しなければならない。 

4 前項の使用料の免除及び不還付については、第五条及び第六条の規定の例による。 

 

附 則(平成三〇年条例第四〇号) 

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 

 

附 則(平成三一年条例第四六号) 

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。 

2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の

例による。 

 

別表(第三条、第四条関係) 
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(平三〇条例四〇・平三一条例四六・一部改正) 

一 研修室等 

イ 研修棟 

区分 金額 

研修室 一時間につき 四千四百九十円 

講師控室 一室一時間につき 三百六十円 

研究員室(二人用) 一室一日につき 七千百八十円 

研究員室(六人用) 一室一日につき 七千百八十円 

産学連携室1 一時間につき 二千四百五十円 

産学連携室2 一区画一日につき 三千二百七十円 

 

ロ 研究棟 

区分 金額(一時間につき) 

プロジェクト開発推進室 二千七十円 

共用実験室 四千二百二十円 

共用化学実験室 二千七十円 

化学分析室 三千七百八十円 

化学実験室 二千二百四十円 

薬学実験室 二千百五十円 

検出器開発実験室 二千百五十円 

検出器評価実験室 千三十円 

結晶育成実験室 千三十円 

材料実験室 二千二百六十円 

 

ハ RⅠ棟 

区分 金額 

共用化学実験室 一時間につき 三千二百三十円 

透過性試験室 一時間につき 三千六十円 

分析機器測定室2 一時間につき 千三百三十円 

化学実験室 一時間につき 五千六百五十円 

標識合成室1 一時間につき 三千八百七十円 

標識合成室2 一時間につき 三千七百六十円 

品質管理室 一時間につき 二千七百円 

標識合成室前室 一時間につき 一万五百十円 

洗浄室 一時間につき 千二百十円 

細胞培養準備室 一時間につき 二千二百三十円 

細胞培養分析室 一時間につき 三千九百三十円 

機器測定室 一時間につき 四千五百六十円 

中性子実験準備室3 一時間につき 二千百二十円 

医工学研究開発室 一時間につき 三千九百六十円 

中性子実験準備室1 一時間につき 三千八百五十円 
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中性子実験室 一時間につき 七千三百四十円 

中性子分析室 一時間につき 三千四十円 

現像室 一時間につき 三千五百三十円 

分析機器測定室1 一時間につき 三千二百円 

物理化学実験室 一時間につき 二千七百十円 

PET／CT室、PET／CT操作室、PET

／CT準備室、待機回復室、血液検査

室、診察室及び更衣室 

一日につき 二十三万二千九百四十円 

小動物PET／MRI室 一日につき 七万六千八百二十円 

 

二 宿泊室 

区分 金額(一室一泊につき) 

宿泊室(一人用) 四千七百五十円 

宿泊室(二人用) 六千十円 

 

三 機械器具 

区分 金額 

スモールパンチクリープ試験機 一日につき 千五百三十円 

サイクロトロンシステム 一時間につき 十九万四千三百七十円 

BNCT装置 一時間につき 三万五千七百円 

中性子ラジオグラフィ撮影装置 一時間につき 三万四百八十円 

PIXE分析装置 一時間につき 八千五百二十円 

炭酸ガスインキュベーター 一日につき 千百六十円 

冷凍冷蔵庫(品質管理室) 一区画一日につき 九十円 

冷凍冷蔵庫(標識合成室前室) 一区画一日につき 六十円 

冷凍冷蔵庫(細胞培養準備室) 一区画一日につき 六十円 

超低温フリーザー 一区画一日につき 二百九十円 

冷蔵庫 一区画一日につき 百十円 

実験動物飼育装置(動物飼育室) 一ケージ一日につき 六百円 

実験動物飼育装置(中性子実験準備

室2) 

一ケージ一日につき 三百二十円 

 

備考 各室の使用には、当該室に設置する機械器具その他の備品(第三号に掲げるものを

除く。)の使用を含む。 
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○青森県量子科学センター規則 

平成二十九年五月二十九日 

青森県規則第二十五号 

青森県量子科学センター規則をここに公布する。 

青森県量子科学センター規則 

 

(趣旨) 

第一条 この規則は、青森県量子科学センター条例(平成二十九年三月青森県条例第三号。

以下「条例」という。)第九条及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例

(平成十七年三月青森県条例第六号)第六条の規定に基づき、青森県量子科学センター(以

下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(開館時間) 

第二条 センターの開館時間は、午前九時から午後五時までとする。 

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。 

 

(休館日等) 

第三条 センターの休館日は、次のとおりとする。 

一 日曜日及び土曜日 

二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 

三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。) 

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の休館日に開館し、又は同項の休館日以外

の日に休館することができる。 

 

(使用の承認の手続) 

第四条 条例第三条の規定による使用の承認(以下「使用の承認」という。)を受けようと

する者は、使用申込書を知事に提出しなければならない。 

2 知事は、使用の承認をしたときは、当該使用の承認を受けた者に使用承認書を交付す

るものとする。 

 

(使用料の免除の申請) 

第五条 条例第五条の規定による使用料の免除を受けようとする者は、免除申請書を知事

に提出しなければならない。 

 

(使用の承認の取消し等) 

第六条 知事は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)が不正な手段により使

用の承認を受けたと認めるときは、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限す

ることができる。 
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(原状回復等) 

第七条 使用者は、故意又は重大な過失によりセンターの施設、設備等を毀損し、又は汚

損したときは、原状に復し、又は現品若しくはそれに相当する代価をもって弁償しなけ

ればならない。 

 

(指定管理者が行う業務の範囲) 

第八条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に

規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることと

した場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。 

一 条例第二条に規定する業務 

二 使用の承認に関すること。 

三 条例第七条の規定による使用の制限等に関すること。 

四 第六条の規定による使用の承認の取消し等に関すること。 

五 センターの施設、設備等の維持管理に関すること。 

六 その他センターの管理に関し必要な業務 

 

(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等) 

第九条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管

理者にセンターの管理を行わせることとした場合のセンターの開館時間及び休館日は、

第二条第一項及び第三条第一項の規定にかかわらず、第二条第一項に定める開館時間及

び第三条第一項に定める休館日を基準として、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理

者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。 

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた開館時間を変更

し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外の日に休館する

ことができる。 

 

附 則 

この規則は、条例の施行の日から施行する。 
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青森県量子科学センター使用料について 

 

青森県量子科学センター条例（平成２９年３月青森県条例第３号）第４条の規定により、

青森県量子科学センターの使用料の額を次のとおり改正し、令和元年１０月１日から施行す

る。 

 

令和元年７月１日 

青森県知事 三 村 申 吾 

 

一 研修室等 

   イ 研修棟 

区 分 

金     額 

特定活動のために使用する場合 
特定活動以外のために使用する

場合 

研修室 一時間につき  ２，２３０円 一時間につき  ４，４６０円 

講師控室 一室一時間につき  １８０円 一室一時間につき  ３６０円 

研究員室（二人用） 一室一日につき ３，５７０円 一室一日につき ７，１４０円 

研究員室（六人用） 一室一日につき ３，５７０円 一室一日につき ７，１４０円 

 

  ロ 研究棟 

区 分 

金     額（一時間につき） 

特定活動のために使用する場合 
特定活動以外のために使用する

場合 

プロジェクト開発推

進室 
９８０円 １，９７０円 

共用実験室 ２，０００円 ４，０１０円 

共用化学実験室 ９８０円 １，９７０円 

化学分析室 １，８４０円 ３，６９０円 

化学実験室 １，０７０円 ２，１４０円 

薬学実験室 １，０２０円 ２，０５０円 

検出器開発実験室 １，０２０円 ２，０５０円 

検出器評価実験室 ４９０円 ９８０円 

結晶育成実験室 ４９０円 ９８０円 

材料実験室 １，０８０円 ２，１６０円 

 

ハ ＲＩ棟 

区 分 

金     額 

特定活動のために使用する場合 
特定活動以外のために使用する

場合 

共用化学実験室 一時間につき  １，５２０円 一時間につき  ３，０５０円 
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透過性試験室 一時間につき  １，４４０円 一時間につき  ２，８９０円 

分析機器測定室２ 一時間につき    ６３０円 一時間につき  １，２６０円 

化学実験室 一時間につき  ２，６９０円 一時間につき  ５，３９０円 

標識合成室１ 一時間につき  １，８４０円 一時間につき  ３，６９０円 

標識合成室２ 一時間につき  １，７９０円 一時間につき  ３，５８０円 

品質管理室 一時間につき  １，２９０円 一時間につき  ２，５８０円 

標識合成室前室 一時間につき  ４，９６０円 一時間につき  ９，９３０円 

洗浄室 一時間につき    ５７０円 一時間につき  １，１５０円 

細胞培養準備室 一時間につき  １，０５０円 一時間につき  ２，１１０円 

細胞培養分析室 一時間につき  １，８８０円 一時間につき  ３，７７０円 

機器測定室 一時間につき  ２，１８０円 一時間につき  ４，３６０円 

中性子実験準備室３ 一時間につき  １，０００円 一時間につき  ２，０００円 

医工学研究開発室 一時間につき  １，８７０円 一時間につき  ３，７４０円 

中性子実験準備室１ 一時間につき  １，８１０円 一時間につき  ３，６３０円 

中性子実験室 一時間につき  ３，４６０円 一時間につき  ６，９２０円 

中性子分析室 一時間につき  １，４３０円 一時間につき  ２，８７０円 

現像室 一時間につき  １，６６０円 一時間につき  ３，３３０円 

分析機器測定室１ 一時間につき  １，５００円 一時間につき  ３，０１０円 

物理化学実験室 一時間につき  １，２８０円 一時間につき  ２，５６０円 

ＰＥＴ／ＣＴ室、Ｐ

ＥＴ／ＣＴ操作室、

Ｐ Ｅ Ｔ ／ Ｃ Ｔ 準 備

室、待機回復室、血液

検査室、診察室及び

更衣室 

一日につき １１３，０６０円 一日につき ２２６，１３０円 

小動物ＰＥＴ／ＭＲ

Ｉ室 
一日につき  ３８，０９０円 一日につき  ７６，１８０円 

 

二 産学連携室 

区 分 

金     額 

特定活動のために使用する場合 
特定活動以外のために使用する

場合 

産学連携室１ 一時間につき   １，２２０円 一時間につき   ２，４４０円 

産学連携室２ 一区画一日につき １，６２０円 一区画一日につき ３，２５０円 

 

三 宿泊室 

 区 分 

金     額（一室一泊につき） 
特定活動に伴い第一号、第二号

又は次号に掲げる施設を使用す

る者が使用しようとする場合 
その他の場合 

宿泊室（一人用） ２，３６０円 ４，７３０円 
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宿泊室（二人用） ２，９９０円 ５，９８０円 

 

四 機械器具 

区 分 

金   額 

特定活動のために使用する場合 
特定活動以外のために使用する
場合 

スモールパンチクリ

ープ試験機 
一日につき     ７５０円 一日につき    １，５１０円 

サイクロトロンシス

テム 
一時間につき ９５，２８０円 一時間につき １９０，５７０円 

ＢＮＣＴ装置 一時間につき １７，８５０円 一時間につき  ３５，７００円 

中性子ラジオグラフ

ィ撮影装置 
一時間につき １５，２４０円 一時間につき  ３０，４８０円 

ＰＩＸＥ分析装置 一時間につき  ４，２６０円 一時間につき   ８，５２０円 

炭酸ガスインキュベ

ーター 
一日につき     ５６０円 一日につき    １，１２０円 

冷凍冷蔵庫（品質管理

室） 
一区画一日につき   ４０円 一区画一日につき    ８０円 

冷凍冷蔵庫（標識合成

室前室） 
一区画一日につき   ３０円 一区画一日につき    ６０円 

冷凍冷蔵庫（細胞培養

準備室） 
一区画一日につき   ３０円 一区画一日につき    ６０円 

超低温フリーザー 一区画一日につき  １４０円 一区画一日につき   ２９０円 

冷蔵庫 一区画一日につき   ５０円 一区画一日につき   １００円 

実験動物飼育装置（動

物飼育室） 
一ケージ一日につき  ２９０円 一ケージ一日につき  ５８０円 

実験動物飼育装置（中

性子実験準備室２） 
一ケージ一日につき  １５０円 一ケージ一日につき  ３００円 

備考 

  一 各室の使用には、当該室に設置する機械器具その他の備品（第四号に掲げるものを

除く。）の使用を含む。 

  二 この表において「特定活動」とは、次に掲げるものをいう。 

   イ 学校基本法第一条に規定する学校、公益社団法人、公益財団法人又は国立研究開

発法人が実施する人材育成活動 

   ロ 当該研究開発の成果を公開する研究開発活動 

   ハ 県内に住所を有する個人及び県内に事務所又は事業所を有する法人による産学

連携活動 


